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へき地保健医療対策について
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へき地保健医療対策における「へき地」とは

交通条件及び自然的、経済的、社会的条件に恵まれない
山間地、離島その他の地域のうち医療の確保が困難で
あって、「無医地区」及び「無医地区に準じる地区（準無医
地区）」の要件に該当する地域等

※ 「無医地区」及び「準無医地区」を有する都道府県は、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、大阪府を除く42道府県 （出典：無医地区等調査（令和４年））
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無医地区について

「無医地区」とは、
医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、お
おむね半径４㎞の区域内に50人以上が居住している地区であって、か
つ容易に医療機関を利用することができない地区をいう。

（注）
ア この定義でいう「医療機関」とは、病院及び一般診療所をいい、へき地診療所等で定期的に開診されている場合を含む。
（ア）診療日の多少にかかわらず、定期的に開診していれば無医地区とはならない。
（イ）診療所はあるが、医師の不在等の理由から、「休診届」がなされている場合は無医地区として取り扱う。

イ この定義でいう「おおむね半径４㎞の区域」のとり方は地図上の空間距離を原則とするが、その圏内に存在する集落間が、
山、谷、海などより断絶されている場合は分割して差し支えない。

ウ この定義でいう「容易に医療機関を利用することができない」場合とは、夏期における交通事情が次の状況にある場合を
いう。
（ア）地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関がない場合。
（イ）地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関はあるが、１日３往復以下であるか、または
４往復以上であるが、これを利用しても医療機関まで行くために必要な時間（徒歩が必要である場合は徒歩に必要な時間
を含む）が１時間をこえる場合。

（ウ）ただし、上記（ア）または（イ）に該当する場合であっても、タクシー、自家用車（船）の普及状況、医師の往診の状況等に
より、受療することが容易であると認められる場合は除く。（たとえば、道路事情（舗装状況、幅員等）、地理的条件（都市
の郊外的存在）、近在医師の往診が容易である等医療機関がないことについて、住民の不便、不安感がないというような
事情を考慮して判断すること。）

出典：「へき地保健医療対策の国庫補助に係る「無医地区」の取り扱いについて」（平成元年11月13日指第51号指導課長通知）
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準無医地区について

「準無医地区」とは、
無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要
な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた地
区をいう。

（注）
この定義でいう、「各都道府県知事が判断し」とは、無医地区の定義には該当しないが、無医地区として取り扱うべき特殊事情

として次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に、無医地区に準じる地区として適当と認められる地区であるか判断する。

ア 半径４㎞の地区内の人口が50人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶されていて、容易に医療機関を利用することができ
ないため、巡回診療が必要である。
イ 半径４㎞の地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね３日以下)又は診療時間が短い(概ね４時間以下)ため、
巡回診療等が必要である。
ウ 半径４㎞の地区内に医療機関はあるが眼科、耳鼻いんこう科などの特定の診療科目がないため、特定診療科についての
巡回診療等が必要である。
エ 地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関があり、かつ、１日４往復以上あり、また、所要
時間が１時間未満であるが、運行している時間帯が朝夕に集中していて、住民が医療機関を利用することに不便なため、巡
回診療等が必要である。
オ 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運行数が少なくなり、住民が不安感を持つため、
巡回診療等が必要である。

出典：「へき地保健医療対策の国庫補助に係る「無医地区に準じる地区」の取扱いについて」（平成3年7月19日指第50号指導課長通知）
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無医地区等の数及び人口の推移（S41→R4）

出典：無医地区等調査（昭和41年～令和４年）

○ 全国の無医地区数は、へき地診療所の開設、人口減少等の様々な要因により減少傾向にある。
無医地区内の人口も減少傾向。

○ 全国の準無医地区数は、無医地区に該当しなくなった地区が準無医地区に指定される事例
（※）も含め、増加傾向にある。地区内の人口は直近では微減。

※ 無医地区は人口50人以上の指定要件があるため、人口減少などにより50人を下回った場合は無医地区ではなくなる。ただし、必要と都
道府県知事が判断した場合は厚生労働大臣の協議の上、準無医地区として指定することができ、無医地区と同等の支援が受けられる。
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都道府県別、無医地区の増減（R1→R4）

出典：無医地区等調査（令和４年）
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関係市町村

地域住民

へき地勤務医等

国（厚生労働省）

都道府県

  医療計画の策定

  国庫補助事業の実施

  調査・分析

国・他県との
意見交換・調整

  無医地区等での巡回診療保健指導等の実施

へき地保健指導所

支援 連携

へき地医療支援機構

－ 行政機関等によるへき地医療の支援

総合調整、企画立案

高校生や医学生向けの啓発等

へき地勤務医のキャリア形成支援

代診医等の派遣調整

へき地医療拠点病院  (358施設 (R6.4.1現在)) 等

－ へき地の診療を支援

総合的な診療能力を有する

医師の育成

研修事業

代診医等派遣 入院患者の受入

遠隔医療による診療支援

巡回診療の実施

診療報酬（DPC）

上の加算（H22～）

へき地診療所  (1,120施設 (R6.4.1現在)) 等

－ へき地における診療

へき地住民に対する基礎的な医療の提供

専任担当官

都道府県内の医師確保状況の調査分析
医療機関や医師に対する相談援助
医師派遣事務
キャリア形成プログラムの策定
派遣医師のキャリア支援・負担軽減 等

地域医療支援センター

へき地医療に関する
経験をもつ医師

医療計画の指針等の策定

調査・分析

国庫補助の実施
拠点病院等の運営補助
医療施設等の施設整備
医療施設等の設備整備 等

他の施策との連携・調整

へき地医療支援機構等
連絡会議の開催

支援 連携

支援 連携

代診医派遣、キャリア
形成支援を調整・実施

統合も視野に緊密な連携

へき地勤務医の
支援等について協議

市町村等と協力して
啓発活動を実施

支
援
・
連
携

（約75億円）

へき地における医療の体系図

へき地医療支援機構を中心に、行政、へき地で勤務する医師、へき地医療に協力する施設・機関、そしてへき地の住民が
それぞれ連携・協力し、かつ他の都道府県の先進事例にも学びながら、効果的・効率的で持続可能性のあるへき地への
医療提供体制の構築を行う。



へき地医療の沿革について

・ 無医地区等住民の医療確保のため昭和３１年度より１１次にわたる年次計画を策定し、地域の実情により各種施策を実施。
・ 平成２６年度へき地保健医療対策検討会において、「第１１次へき地保健医療計画」の実施期間を平成２９年度まで延長し、平成３０年度からは、
「第７次医療計画」に一体化した。

２  へき地保健医療対策への国庫補助事業

※第10次計画より都道府県ごとにへき地保健医療計画を作成。  

１  沿 革

＜運営費＞ ・へき地医療支援機構 ・へき地診療所運営事業 ・へき地保健指導所運営事業 ・へき地医療支援機構等連絡会議  
・へき地医療拠点病院運営事業   ・へき地・離島巡回診療事業      ・産科医療機関確保事業

＜施設・設備＞ ・医療施設等施設整備事業 ・医療施設等設備整備事業

【計画年度】 【主な内容】※新規事項を記載

（へき地保健医療計画）

・第１次計画（昭和31年度～昭和37年度） へき地診療所の整備

・第２次計画（昭和38年度～昭和42年度） 患者輸送車、巡回診療車等の整備

・第３次計画（昭和43年度～昭和49年度） へき地担当病院医師派遣事業（S60年度終了、へき地勤務医師等確保修学資金（H２年度終了）

・第４次計画（昭和50年度～昭和54年度） へき地保健指導所の整備・運営、へき地中核病院（H15～へき地医療拠点病院）の整備・運営

・第５次計画（昭和55年度～昭和60年度） 医療情報システムの導入（へき地診療所診療支援システム）

・第６次計画（昭和61年度～平成２年度） へき地診療所の設備整備、研修機能の強化（へき地診療所の医師等の医療技術の向上）

・第７次計画（平成３年度～平成７年度）  へき地勤務医師等確保事業（ローテイト計画）、へき地医療担当指導医の養成・育成

・第８次計画（平成８年度～平成12年度） へき地医療支援病院（H15～へき地医療拠点病院）の運営、へき地診療所の運営（訪問看護への加算措置）

・第９次計画（平成13年度～平成17年度）  へき地医療支援機構の設置、へき地医療拠点病院群の整備・運営

・第10次計画（平成18年度～平成22年度） へき地医療支援機構の機能強化（非常勤医師配置）、へき地医療情報システムにおける相談体制の整備

・第11次計画（平成23年度～平成29年度） へき地医療支援機構の機能強化（キャリアパス育成機能、ドクタープール機能）、

「全国へき地医療支援機構等連絡会議」の設置

（医療計画）

・第７次計画（平成30年度～令和５年度） 医療計画と一体化、へき地医療拠点病院の活動目標を提示（へき地における巡回診療、へき地への医師派遣、

代診医派遣の実績が年間12回（月１回）以上）

・第８次計画（令和６年度～令和11年度）  へき地医療拠点病院でオンライン診療による巡回診療、代診医派遣も実績としてカウント、遠隔医療の有用性
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へき地医療拠点病院の概要

へき地医療拠点病院の目的、指定要件等については「へき地保健医療対策等実施要綱」（令和4年7月29日医政発0729第13号
医政局長通知）に定められている。

３  へき地医療拠点病院における医療活動の実施状況

２  指定要件

都道府県知事は、次に掲げる事業（ア、イ又はカのいずれかの事業は必須）を実施した実績を有する又は当該年度に実施でき
ると認められる病院をへき地医療拠点病院として指定する。

ア 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること。
イ へき地診療所等への代診医等の派遣（継続的な医師派遣も含む）及び技術指導、援助に関すること。
ウ 特例措置許可病院への医師の派遣に関すること。
エ 派遣医師等の確保に関すること。
オ へき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること。
カ 遠隔医療等の各種診療支援に関すること。
キ 総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケアを実践できる医師の育成に関すること。
ク その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対する協力に関すること。

１  目 的

へき地診療所への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠隔診療支援等の診療支援事業等が実施可能な病院を
都道府県単位で「へき地医療拠点病院」として編成し、へき地医療支援機構の指導・調整の下に各種事業を行い、へき地にお
ける住民の医療を確保する。

（期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日） ※対象病院358施設

４事業（必須事業）

主要３事業を合計で
年12回以上実施して
いる病院数（割合）

４事業（必須事業）
のいずれの事業の実
施もなかった病院数

（割合）

主要３事業 へき地診療所等への
遠隔医療による支援無医地区等への巡回診療 へき地診療所等への医師派遣 へき地診療所等への代診医等派遣

延べ実施回数 平均実施回数 延べ実施回数 平均実施回数 延べ実施回数 平均実施回数 実施病院数（割合）

4,507回 13回 16,810回 47回 3,280回 9回 122病院（34.1%） 253病院(72.1%) 39病院（10.9%）
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へき地診療所の概要

へき地診療所の目的、設置基準等については「へき地保健医療対策等実施要綱」（令和4年7月29日医政発0729第13号医政局
長通知）に定められている。

１  目 的

無医地区及び無医地区に準じる地区（以下「無医地区等」という。）又は無歯科医地区及び無歯科医地区に準じる地区（以下
「無歯科医地区等」という。）において診療所を整備、運営することにより、地域住民の医療を確保する。

２  設置基準

都道府県知事は、次の設置基準に基づき、必要と判断した地区にへき地診療所を設置する。

ア へき地診療所を設置しようとする場所を中心としておおむね半径４㎞の区域内に他に医療機関がなく、その区域内の人口が原則として
人口1,000人以上であり、かつ、診療所の設置予定地から最寄医療機関まで通常の交通機関を利用して（通常の交通機関を利用できない場合は
徒歩で）30分以上要するものであること。

イ 次に掲げる地域で、かつ、医療機関のない離島（以下「無医島」という。）のうち、人口が原則として300人以上、1,000人未満の離島に設置
するものであること。
（ア）離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定により離島振興対策実施地域として指定された「離島の地域」
（イ）奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律第１８９号）第１条に規定する「奄美群島（鹿児島県奄美市及び大島郡の区域）」
（ウ）小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定する「小笠原諸島」
（エ）沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第３号に規定する「離島」

ウ 上記のほか、これらに準じてへき地診療所の設置が必要と都道府県知事が判断した地区に設置する。
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(1) へき地医療支援機構の運営 （1/2補助）  ２５９百万円

都道府県単位の広域的な支援体制を図るため、各都道府県に「へき地医療支援機構」を

設置し、支援事業の企画、調整及び医師派遣の実施等を補助する。

(2) へき地医療拠点病院等の運営  ２，１３４百万円

へき地における医療の提供など支援事業を実施する医療機関等の運営に必要な経費を

補助する。

ア へき地医療拠点病院運営費 （1/2補助）

イ へき地保健指導所運営費 （1/2補助）

ウ へき地診療所運営費 （沖縄県以外：2/3補助、沖縄県：3/4補助）

エ へき地診療所医師派遣強化事業 （1/2補助）

オ オンライン診療を活用したへき地医療支援実施医療機関運営支援事業 （1/2補助）

(3) へき地巡回診療の実施 １４７百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、医師等の人件費及び巡回診療車等の運行に必要

な経費を補助する。

ア へき地巡回診療車（船）（医科・歯科） （1/2補助）

イ へき地巡回診療航空機（医科） （1/2補助）

ウ 離島歯科診療班 （1/2補助）

(4) 産科医療機関の運営 （1/2補助）               ２８１百万円

  分娩可能な産科医療機関を確保するため産科医療機関の運営に必要な経費を補助する。

(5) へき地患者輸送車（艇・航空機）運行支援事業  １２６百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、無医地区等から近隣医療機関等の輸送に必要な

経費を補助する。

ア へき地患者輸送車（艇） （1/2補助）

イ メディカルジェット（へき地患者輸送航空機） （1/2補助） など

２  内 容

補助対象事業《メニュー区分》（事業実施主体）

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間・独法）（1/2補助）

へき地診療所（公立・公的・民間・独法）（沖縄県以外：1/2補助、沖縄県：2/3補助）

へき地患者輸送車（艇）（公立・公的・民間・独法）（1/2補助）

へき地巡回診療車（船）（公立・公的・民間・独法）（1/2補助）

へき地・離島診療支援システム（公立・公的・民間・独法）（1/2補助） など

３  補助対象

２  要 旨

補助対象事業《メニュー区分》 （事業実施主体）

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間・独法）（1/2補助）

へき地診療所（公立・公的・民間・独法）（1/2補助） など

へき地保健医療対策予算の概要 医療施設等  設備  整備費補助金の概要

１  予算額

へき地・離島などの過疎地の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境
の充実等を図るため、医療施設や臨床研修病院等の設備整備を支援するもの。

医療施設等  施設  整備費補助金の概要

１  予算額

【令和７年度予算額】 【令和８年度当初予算案】

２２．８億円 → ２３．８億円

１  予算額
【令和７年度予算額】 【令和８年度当初予算案】

２５．７億円 → ２９．５億円

２  要 旨

【令和７年度予算額】 【令和８年度当初予算案】

１９．５億円 → ２４．１億円

へき地・離島などの過疎地の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境
の充実等を図るため、医療施設や臨床研修病院等の施設整備を支援するもの。

３  補助対象

へき地保健医療対策関係予算について



医師偏在対策パッケージについて
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医師数の年次推移

出典：令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況（結果の概要）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_kekka-0.pdf

医師数の年次推移

第５回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日
資料２
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令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
39％の水準になると推計されている。

人口（万人）

15~64歳
人口割合

52.1%

高齢化率
38.7%

合計特殊
出生率
1.36

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

人口減は既に始まっている
15～64歳割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口

2020年
59.5%

2020年
28.6%

2020年
1.33

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

3,928万人

6,213万人

1,142万人

2070年総人口
8,700万人

3,367万人

4,535万人

797万人

（出所）  2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

日本の人口の推移

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）

出典：厚生労働省HP 我が国の人口について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html
に一部加筆

第１回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日
資料１
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300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

（人）

医師需給は、労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおく「需要ケース２」において、2023年（令和５
年）の医学部入学者が医師となると想定される2029年（令和11年）頃に均衡すると推計される。

・供給推計 今後の医学部定員を令和２年度の9,330人として推計。
 ※ 性年齢階級別に異なる勤務時間を考慮するため、全体の平均勤務時間と性年齢階級別の勤務時間の比を仕事率とし、仕事量換算した。

・需要推計 労働時間、業務の効率化、受療率等、一定の幅を持って推計を行った。
・ケース１（労働時間を週55時間に制限等 ≒年間720時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース２（労働時間を週60時間に制限等 ≒年間960時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース３（労働時間を週78.75時間に制限等≒年間1860時間の時間外・休日労働に相当）

2032年頃に約36.6万人で均衡2029年頃に約36万人で均衡

需要ケース１

需要ケース２

（年）

供給推計

需要ケース３

令和2年度 医師の需給推計について 医療従事者の需給に関する検討会
第35回 医師需給分科会

令和２年８月31日 資料１（一部改）
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都道府県別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）

（医師偏在指標について）

医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手で
きるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、医師偏
在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十分
に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活用する必要がある。

※上位1/3の閾値を266.9、下位1/3の閾値を228.0と設定している。

（都道府県別） 上位1/3 下位1/3

都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標

00 全国 255.6 16 富山県 238.8 32 島根県 265.1

01 北海道 233.8 17 石川県 279.8 33 岡山県 299.6

02 青森県 184.3 18 福井県 246.8 34 広島県 254.2

03 岩手県 182.5 19 山梨県 240.8 35 山口県 228.0

04 宮城県 247.3 20 長野県 219.9 36 徳島県 289.3

05 秋田県 199.4 21 岐阜県 221.5 37 香川県 266.9

06 山形県 200.2 22 静岡県 211.8 38 愛媛県 246.4

07 福島県 190.5 23 愛知県 240.2 39 高知県 268.2

08 茨城県 193.6 24 三重県 225.6 40 福岡県 313.3

09 栃木県 230.5 25 滋賀県 260.4 41 佐賀県 272.3

10 群馬県 219.7 26 京都府 326.7 42 長崎県 284.0

11 埼玉県 196.8 27 大阪府 288.6 43 熊本県 271.0

12 千葉県 213.0 28 兵庫県 266.5 44 大分県 259.7

13 東京都 353.9 29 奈良県 268.9 45 宮崎県 227.0

14 神奈川県 247.5 30 和歌山県 274.9 46 鹿児島県 254.8

15 新潟県 184.7 31 鳥取県 270.4 47 沖縄県 292.1

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料（一部改）
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医師確保対策に関する取組（全体像）

各都道府県の取組医師養成過程における取組

【医師確保計画】

○ 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握
計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞

●大学と連携した地域枠の設定

●地域医療対策協議会・地域医療支援センター

・ 地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議

・ 地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議
結果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣
される医師のキャリア支援・負担軽減、勤務環境改善支援
センターとの連携等）を実施

●キャリア形成プログラム（地域枠医師等）

・ 「医師不足地域の医師確保」と「派遣される医師の能
力開発・向上」の両立を目的としたプログラム

●認定医師制度の活用

・ 医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

【大学医学部】

〇 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
国の医師養成数を検討

〇 地域枠（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修】

〇 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
もに、都道府県別に、臨床研修医の募集定員上限数を設定

〇 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するとともに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】

〇 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数（シーリ
ング）を設定することで、地域・診療科偏在を是正
（産科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医師等につ
いてはシーリング対象外）

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県ごとに設置された医
療勤務環境改善支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体
的には、

○ 医療機関における医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を行う

○ 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

医師の働き方改革

令和４年５月11日 第4回地域医療構想及び
医師確保計画に関するWG資料(一部改)
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第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題

 （１）全世代型社会保障の構築

（医療・介護サービスの提供体制等）

（略）

医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在の是正を図るため、医師確保計画を深
化させるとともに、医師養成過程での地域枠の活用、大学病院からの医師の派遣、総合的

な診療能力を有する医師の育成、リカレント教育の実施等の必要な人材を確保するための

取組、経済的インセンティブによる偏在是正、医師少数区域等での勤務経験を求める管理
者要件の大幅な拡大等の規制的手法を組み合わせた取組の実施など、総合的な対策のパッ

ケージを2024年末までに策定する。あわせて、2026年度の医学部定員の上限については

2024年度の医学部定員を超えない範囲で設定するとともに、今後の医師の需給状況を踏
まえつつ、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。

（略）

（太字、下線は加筆）

「経済財政運営と改革の基本方針2024」（令和６年６月21日閣議決定） 【抜粋】
令和６年９月５日医療部会資料

18



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）①

現状
課題

基本的な
考え方

医師偏在は一つの取組で是正が
図られるものではない

若手医師を対象とした医師養成
過程中心の対策

へき地保健医療対策を超えた取組
が必要

「保険あってサービスなし」という地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、
国、地方自治体、医療関係者、保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組む

経済的インセンティブ、地域の医
療機関の支え合いの仕組み、医師
養成過程の取組等の総合的な対策

医師の柔軟な働き方等に配慮し
た中堅・シニア世代を含む全て
の世代の医師へのアプローチ

地域の実情を踏まえ、支援が必要
な地域を明確にした上で、従来の
へき地対策を超えた取組

○ 地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医

療サービスを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、実効

性のある総合的な医師偏在対策を推進する。

○ 総合的な医師偏在対策について、医療法に基づく医療提供体制確保の基本方針に位置付ける。

※ 医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。

・  医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討
・  医師確保計画により３年間のＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料

19



20

＜医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等＞
・対象医療機関に公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構の病院を追加
・勤務経験期間を６か月以上から１年以上に延長。施行に当たって柔軟な対応を実施
＜外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等＞
・都道府県から外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、開業６か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での

医療の提供の要請を可能とする
・要請に従わない医療機関への医療審議会での理由等の説明の求めや勧告･公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮
＜保険医療機関の管理者要件＞
・保険医療機関に管理者を設け、２年の臨床研修及び保険医療機関(病院に限る)において３年等保険診療に従事したことを要件とし、責務を課す

若手 中堅・シニア世代

＜医学部定員・地域枠＞
・医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資する

よう、都道府県等の意見を十分に聞きながら、必
要な対応を進める

・医学部臨時定員の適正化を行う医師多数県において、
大学による恒久定員内の地域枠設置等への支援を
行う

・今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以
降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う

＜臨床研修＞
・広域連携型プログラム※の制度化に向けて令和８年

度から開始できるよう準備
※ 医師少数県等で24週以上の研修を実施

医師養成過程を通じた取組

＜重点医師偏在対策支援区域＞
・今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等を｢重点医師偏在対策支援区域｣

と設定し、優先的･重点的に対策を進める
・重点区域は、厚労省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可住地面積あたり医師数、アクセス、人口動態等

を考慮し、地域医療対策協議会・保険者協議会で協議の上で選定（市区町村単位・地区単位等を含む）

＜医師偏在是正プラン＞
・医師確保計画の中で｢医師偏在是正プラン｣を策定。地対協・保険者協議会で協議の上、重点区域、支援対象医療機

関、必要な医師数、取組等を定める
※ 医師偏在指標について、令和９年度からの次期医師確保計画に向けて必要な見直しを検討

医師確保計画の実効性の確保

＜全国的なマッチング機能の支援、リカレント教育の支援＞
・医師の掘り起こし、マッチング等の全国的なマッチング支援、総合的な診療能力を学び直すためのリカレント教育を推進
＜都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定＞
・都道府県と大学病院等で医師派遣･配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進

＜経済的インセンティブ＞
・令和８年度予算編成過程で重点区域における以下のような支援について検討

‣診療所の承継･開業･地域定着支援（緊急的に先行して実施）

‣派遣医師・従事医師への手当増額（保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える。保険者による効果等の確認）

‣医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関へ支援
※ これらの支援については事業費総額等の範囲内で支援

・医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応を検討

地域偏在対策における経済的インセンティブ等

・必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施
・外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮･支援等の観点での手厚い評価について必要な議論を行う

診療科偏在の是正に向けた取組

医偏在の正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）②

【総合的な対策パッケージの具体的な取組】

地域の医療機関の支え合いの仕組み

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）②
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１．地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
① 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。

・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。
厚生労働大臣は、医療計画で定める都道府県において達成すべき五疾病・六事業及び在宅医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の

効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。
都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができることとするとともに、医療機関が当該事業

に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとする。また、国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の
抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、当該事業に要する費用を負担するものとする。

② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。

保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。

3．医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
  ① 必要な電子診療録等情報（電子カルテ情報）の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。

政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならない。
政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテの普及率が約100％となることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、

医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。
  ② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
  ③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。
  また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

（その他）
・ 政府は、令和８年４月１日に施行される外来医師過多区域等に関する規定の施行後３年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を
超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

・ 政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結
果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

・ 政府は、この法律の公布後速やかに、介護・障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及
び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に
鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏ま
えて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

施行期日

改正の概要

医療法等の一部を改正する法律の概要

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直し等、医師偏
在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。

令和９年４月１日（ただし、一部の規定は公布日（１①の一部及びその他の一部）、令和８年４月１日（１②、２①の一部、②及び③並びにその他の一部）、令和８年10月１日（１①の
一部）、公布後１年以内に政令で定める日（３①の一部）、公布後１年６月以内に政令で定める日（３③の一部）、公布後２年以内に政令で定める日（１③及び３③の一部）、公布後３年
以内に政令で定める日（２①の一部並びに３①の一部及び３②）等）

改正の趣旨

等

※赤字は、衆議院による修正部分

このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。

令和７年12月８日 第122回社会保障審議会医療部会 資料４
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医政局  令和8年度予算案の概要

医療計画等に基づく医療体制の推進

国際保健への戦略的取組及び感染症対策の体制強化

１．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 ３．創薬力等強化に向けた医薬品・医療機器のイノベーションの推進、安定供給確保

４．医療ＤＸの推進

有望なシーズの医薬品・医療機器等への実用化の促進

国際水準の治験・臨床試験の実施環境の整備

４４．４億円（４４．４億円）

３０．６億円（３１．５億円）

５１６．７億円（５５６．２億円）

１０５．４億円（１１１．３億円）

５．各種施策
・死因究明等の推進                    ２．５億円（       ２．７億円）
・国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備                 ３１０．３ 億円（ ３０９．５億円）
・国立病院機構における医療政策等の実施                  １１.６億円（    １１．８億円）
・東日本大震災からの第３期復興・創生期間における地域医療の再生支援（注２） 

                   ６０．６億円（    ３４．９億円）  等

・保健医療情報利活用推進関連事業 ４．９億円（      ５．３億円）  等

・創薬基盤強化支援事業          ８．７億円（   ９．３億円）
・優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業             １．２億円（       ０億円）
・クリニカル・イノベーション・ネットワーク(ＣＩＮ)構想の推進           ２９．３億円（３０．７億円） 等

・医療技術実用化総合促進事業                  ２５．２億円（２６．６億円） 等

・かかりつけ医機能が発揮される制度整備の推進
・災害/救急/へき地医療体制、ドクターヘリ、在宅医療の推進
・歯科口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進
・医療安全の推進 等

・医療の国際展開の推進 ・外国人患者の受入環境の整備
・新興感染症対応力強化事業 ・個人防護具の備蓄等事業 等

１５．３億円（２５．７億円）

医師偏在是正に向けた対策の推進 医師・医療従事者の働き方改革の推進

地域医療構想の実現に向けた取組の推進

１０５．６億円（１０６．２億円）１４９．９億円（１２３．９億円）

・地域医療介護総合確保基金を活用した勤
務医の労働時間短縮の推進（注１）   

９５．３億円（９５．３億円） 等

・重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ
２９．８億円（０億円）

・地域医療介護総合確保基金を活用した医師偏在対策の推進（注１）
・総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業

４．５億円（４．５億円） 等

・地域医療介護総合確保基金                            ６４７．３億円（６１３．０億円）
・入院・外来機能の分化・連携推進等に向けたデータ収集・分析事業 ４．７億円（３．９億円） 等                     

研究開発によるイノベーションの推進
・がん・難病の全ゲノム解析等の推進事業              １３．０億円（１３．０億円）  等

０．４億円（０．３億円）

○今後も人口減少、高齢化が続く中、将来の医療需要を見据えつつ、新たな感染症等や自然災害など緊急事態が発生した際にも機動的・弾力的に対応できるような質の高い効率的な医療提供体制の整備・強化を行
うとともに、医師偏在対策及び医師・医療従事者の働き方改革など各種施策を一体的に推進する。

○我が国の医薬品産業、医療機器産業の競争力強化に向けた取り組みを推進していくことは不可欠であり、魅力のある環境づくりを通じて創薬力の強化及び国際競争力の強化を図る。後発医薬品においては、生産
性の向上、人材の育成等ガバナンスの強化、業界再編や企業間の連携・協力の推進を行う。

○医療DXを通じたサービスの効率化・質の向上を実現することにより、国民の保健医療の向上を図るとともに、最適な医療を実現するための基盤整備を推進する。

医薬品等の安定供給の推進
・抗菌薬等医薬品備蓄体制整備事業 ９．４億円（ ０億円）
・医薬品供給リスク等調査及び分析事業    ０．７ 億円（ ０億円）  等

１５．０億円（３．６億円）

２．小児・周産期医療体制の充実

・周産期母子医療センター運営事業 ９．１億円＋統合補助金２４７．０億円の内数（統合補助金２６６．５億円の内数）
・地域小児医療体制強化事業 ３．８億円＋統合補助金２４７．０億円の内数（統合補助金２６６．５億円の内数） 等

２０．５億円（７．５億円）

医療ＤＸの推進

小児・周産期医療体制の充実

ドラッグラグ・ドラッグロスの解消
・小児医薬品開発支援体制強化事業              ０．４億円（    ０．３億円）  等

特定行為研修及び看護師確保の推進 １０．８億円（１１．３億円）
・特定行為研修の推進 ・多様なニーズに合わせた看護師の養成等による看護師確保の推進 等

１７．１億円（１７．４億円）

６５４．７億円（６２０．０億円）

・重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業 １４．１億円
・医師偏在是正に向けた広域マッチング事業 ２．０億円
・診療科偏在対策のための適切な遠隔医療等推進事業 １０．０億円
・総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業 １．１億円 等

補正予算

・ドクターヘリ運航体制緊急支援事業２２．１億円
・医療施設等の耐災害性強化 ３６．７億円
・医療施設等災害復旧費補助金 1４．３億円
・生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）
パイロット事業 ８．８億円  等

補正予算

・離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業 １．２億円  等補正予算

・新興感染症対応力強化事業 ４８．６億円  等

○医療・介護等支援パッケージ（医療分野） １兆３６８．２億円
・医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援  ５，３４１．２億円
・施設整備の促進に対する支援 ４６１．６億円
・福祉医療機構による優遇融資等の実施 ８０３．９億円
・生産性向上に対する支援                                              ２００．０億円
・病床数の適正化に対する支援                                        ３，４８９．８億円
・出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援 ７１．７億円

一体的に推進
総合的な医療提供体制改革を実施

・革新的医薬品等実用化支援基金事業 ２４０．８億円
・優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業 ７．６億円
・再生医療等実用化基盤整備促進事業 ３．０億円  等

・新規モダリティ対応ヒト初回投与試験体制整備等事業 １２．２億円
・国際共同治験ワンストップ相談窓口事業 ２．９億円
・医療技術実用化総合促進事業 ２１．７億円  等

・特定医療技術等の導入に向けた未承認薬等アクセス確保事業 ０．５億円
・未承認薬等迅速解消促進調査事業 ０．６億円  等

・がん・難病の全ゲノム解析等の推進事業 ４５．９億円 等

・後発医薬品製造基盤整備基金事業 ８４４．３億円
・医薬品卸業者に対する継続的な安定供給支援事業 ６２．９億円
・人工呼吸器の国内生産体制強化事業 ２５．３億円
・抗菌薬等医薬品備蓄体制整備 １５．７億円 
・医療機器等のサプライチェーンリスク評価及び安定供給確保事業 ０．９億円  
・医薬品安定供給・流通確認システムの機能追加にかかる設計・開発 ３．２億円
・バイオ後続品の国内製造施設整備のための支援事業 ７８．９億円  等

・全国医療情報プラットフォーム開発事業 ７４．１億円

・医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業 １４．７億円
・電子カルテ情報共有サービスに関する国民・医療従事者等への周知広報事業 ２．０億円
・医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業 ６５．７億円 等  

・地域連携周産期医療体制モデル事業    ６．０億円

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

予算案額 1,852.6億円（1,794.2億円）
【12,407.7億円】                      

※（ ）内は令和７年度当初予算額、【 】内は令和７年度補正予算額

（注２）東日本大震災復興特別会計に計上。 ※デジタル庁計上分含む。 ※項目間で一部経費の重複あり。
※金額は令和８年度予算額、（ ）内は令和７年度当初予算額、 内は令和７年度補正予算額
（注１）地域医療介護総合確保基金の内数。
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